
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２仙第３５号 

事故等種類 漂流者負傷 

発生日時 平成２４年８月１３日（月） １０時１０分ごろ 

発生場所 福島県会津若松市猪苗代湖西部の外浜沖 

 会津若松市所在の材木岳四等三角点から真方位０４６°７８０ｍ付  

近  

 （概位 北緯３７°２８.８′ 東経１４０°０２.８′） 

事故等調査の経過  平成２４年８月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ ＰＥＲＶＥＲＳＩＯＮ
パ ー バ ー ジ ョ ン

、０.２トン 

 ２３０－５１０２１福島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 軽傷 ２人（漂流者） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、猪苗代湖西部

の中田浜及び外浜沖で遊走していた。 

船長は、外浜沖を西方に向けて速力（対地速力、以下同じ。）約３

０km/h で遊走中、船首方約１０ｍに‘他の水上オートバイがえい
．．

航し

ていた被引浮体’（以下「本件バナナボート」という。）から落水した

漂流者２人がいることに気付き、エンジンを停止させて速力を約５

km/h に減じたものの、平成２４年８月１３日１０時１０分ごろ本船と

漂流者２人とが接触した。 

船長は、漂流者２人を救助後、警察及び消防に通報し、漂流者２人

は、救急車で病院へ搬送され、いずれも頭部打撲と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約２０cm 

 その他の事項  船長は、免許取得後、水上オートバイの操縦回数は約１０回であっ

た。 

 本件バナナボートは、本事故当時、３人が乗っていたが、うち２人

がバランスを崩して落水し、漂流していた。 

船長は、本事故当時、缶ビールを約６００mℓ飲んでいた。 

船長、同乗者及び漂流者２人は、いずれも救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 本船は、猪苗代湖西部の外浜沖を遊走中、船長が船首方１０ｍ付近

に接近して本件バナナボートから落水した漂流者に気付いたことか

ら、漂流者に接触し、漂流者が負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、猪苗代湖西部の外浜沖を遊走中、船長が船首方

１０ｍ付近に接近して本件バナナボートから落水した漂流者に気付い

たため、漂流者に接触したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・周囲の見張りを適切に行うこと。 

・水上オートバイの操縦者は、飲酒の影響で正常な操縦ができなく

なる虞があることから、飲酒した際は操縦を行わないこと。 

 


